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別紙 

一般会計決算審査特別委員会における審査の経過と結果について 

（審査日：令和４年９月２０～２２日） 

 

１．令和３年度決算の概要 

 歳 入 決 算 額 

 歳 出 決 算 額     

歳入歳出差引残額 

翌年度へ繰り越すべき財源       

実 質 収 支 額       

６３４億６１２２万５３１６円 

６２０億４６８７万７０５７円 

１４億１４３４万８２５９円 

５４７６万８９３３円 

１３億５９５７万９３２６円 

 

２．質疑の概要 

⑴ 第１表 歳入 

第１款 市税 

問 市税全体の不納欠損額について、令和２年度決算においては高額滞納者が少なくなった

ため全体的に不納欠損額が減少したとの説明があったが、３年度の個人市民税は前年度比

１７.１ポイント減であるのに対し、法人市民税は１５.０ポイント増、固定資産税は８７.４

ポイント増となるなど、費目によって増減が分かれる状況をどのように分析しているのか。 

答 ３年度は不納欠損の件数が全体で７２７件となっており、不納欠損額が増加しているの

は主に固定資産税、都市計画税で、その要因は１法人が清算されたことによるものである。

一方、個人市民税では時効によるもののほか、滞納整理をする中で滞納者の生活が維持で

きないと判断した場合には執行停止する場合があり、その結果として不納欠損額が減少し

たものである。したがって、当該決算では増減の両方があるものの、一概に状況が悪化し

ているとは考えていない。 

 

第１項 市民税 

 第１目 個人 

  問 令和３年度における個人市民税の収入済額は、前年度比３．６％減の８７億８９９０万

３０３０円となっており、１５歳から６４歳の、いわゆる生産年齢人口が全国的に減少傾

向にあることが影響しているものと考えるが、市の見解を伺いたい。 

  答 納税者に係る年齢別の統計はとっていないが、本市においては、人口全体に占める生産

年齢人口の割合が０．１ポイント上昇しているので、あまり大きな影響はないものと考え

ている。 
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 第２目 法人 

  問 令和３年度予算では、法人市民税の滞納繰越分に係る収納率を１５％と設定されており、

コロナ禍の影響もあって令和２年度の２１．８％より若干低めに設定していたものと認識

しているが、本決算では予算における想定を大きく上回り５０％を超える収納率となって

いる点について、その要因を伺いたい。 

  答 法人市民税の滞納繰越分については、令和２年２月から令和３年２月にかけての徴収猶

予の特例制度が期間満了となったことに伴う納付があったことに加え、法人市民税の滞納

繰越分は額が小さいため一定の収入増が収納率に大きく影響することから、５２.７％の

収納率となっている。 

 

第２項 固定資産税 

  問 コロナ禍の影響により、令和２年に事業収入の減少した中小企業者に対して令和３年度

の固定資産税・都市計画税の減免措置が行われており、事業収入の対前年同期比減少率が

３０％以上５０％未満は２分の１、５０％以上であれば全額減免と認識しているが、区分

ごとの件数について詳細を伺いたい。 

  答 納税猶予の申請を受理した件数は３４４件で、全額免除が１６１件、２分の１の減免が

１３０件、もともと課税されていなかった方が５３件という内訳である。 

第２款 地方譲与税 

  質疑なし 

第３款 利子割交付金 

  質疑なし 

第４款 配当割交付金 

  質疑なし 

第５款 株式等譲渡所得割交付金 

第１項 株式等譲渡所得割交付金 

  問 株式等譲渡所得割交付金の収入済額が２億５８３６万３０００円となり、前年度に比べ

４５％の増収となっていることから、上昇幅が大きい点を勘案すると歳入の大きな要素と

なり得ると考えるが、市の見解を伺いたい。 

  答 当該交付金は、従前より株価の変動や取引の多寡により収入額が大きく変動するものと

認識しており、３年度のような額が今後も継続して収入されるものではないと認識している。  

第６款 法人事業税交付金 

第１項 法人事業税交付金 

  問 法人事業税交付金の収納済額が１億３５００万１０００円となり、対前年比１２６％増

と大幅に伸びていることから、その要因を伺いたい。 
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  答 当該交付金は道府県税である法人事業税の一定割合を各市町村の従業者数で按分して交

付されるもので、令和３年度は税率が従来の３．４％から７．７％に改定されていること

から、大幅な増収になったものと認識している。 

第７款 地方消費税交付金 

  質疑なし 

第８款 ゴルフ場利用税交付金 

第１項 ゴルフ場利用税交付金 

  問 収入済額が１億１２６９万２２８５円であり、当初予算９９０４万８０００円と比較し

て増額となっていることから、その要因について市の見解を伺いたい。 

  答 当該年度の決算額は、令和元年度とほぼ同額であるが、その要因としては、コロナ禍に

おける行動制限等が緩和されたことにより、ゴルフ場の利用者数が増加したためと考えて

いる。 

第９款 環境性能割交付金 

  質疑なし 

第１０款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 

第１項 国有提供施設等所在市町村助成交付金 

問 収入済額が１８２６万４０００円となっている当該交付金は、３年ごとに国全体で８億

円増額されており、令和４年度の概算要求においても増額要求がなされたと確認している。

一方、対象範囲については昭和４９年に一部拡大をされてから変化がないと認識している

が、市の対応等について伺いたい。 

  答 対象施設の拡大については、全国基地協議会を通じて基地を構成する全施設を対象とす

るよう毎年国に要望しているが、今のところ実現していないのが現状である。 

第１１款 地方特例交付金 

  質疑なし 

第１２款 地方交付税 

第１項 地方交付税 

  問 令和３年度、８９億８７８８万７０００円が収入されている普通交付税を捉え、当該交

付税は国勢調査人口により算出されている部分もあると聞き及んでいることから、令和２

年国勢調査で本市の人口が平成２７年の調査に比べて減少したことの影響について伺いたい。  

  答 基準財政需要額の多くの算定項目において人口が測定単位となっており、令和３年度か

ら令和２年国勢調査の人口を用いることになっている。令和２年国勢調査では、平成２７

年国勢調査に比べて人口が減少していることから、単純に人口を置きかえて試算したとこ

ろ、約２億円から３億円ほど減少したものと分析をしている。 
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問 対前年度２４．５％増の７億１１１７万８０００円を収入している特別交付税について、

病院再編に係る費用の一部が特別交付税で措置されたと聞き及んでいるが、その額につい

て伺いたい。 

答 特別交付税は昨年度に比べて、約１億４０００万円増額となっているが、市立川西病院

の解体に係る経費の２分の１が特別交付税として措置されており、額にして約１億７０００

万円になると見込んでいる。 

第１３款 交通安全対策特別交付金 

  質疑なし 

第１４款 分担金及び負担金 

  質疑なし 

第１５款 使用料及び手数料 

第１項 使用料 

  問 使用料の不納欠損額が対前年度比５６１.１％と大幅に増加しており、主な内容として住

宅使用料の不納欠損額８９０万１６２０円が挙げられているが、大幅に増額となった要因

について詳細を伺いたい。 

  答 ３年度、住宅使用料における不納欠損額の大幅な増加は、欠損処理した滞納者数が多か

ったわけではなく、高額滞納者の不納欠損処理が重なったことが大幅な増額の要因と考え

ている。 

第１６款 国庫支出金 

  質疑なし 

第１７款 県支出金 

  質疑なし 

第１８款 財産収入 

第１項 財産運用収入 

 第１目 財産貸付収入 

  問 令和３年度予算審査の際に、ちきゅうっこ保育園の土地貸し付けに係る契約は、令和３

年８月までは無償を継続するとなっていたが、請求資料によると、令和３年９月１日から

令和４年８月３１日の間も無償となっている。公平性の観点からも有償で貸し付けるべき

と考えることから、有償での貸し付けに向けた法人との交渉の状況について伺いたい。 

  答 当該保育園については、毎年度有償化に向けた交渉を継続しているが、当初に無償とい

う形で公募した関係で、保育の用に供する場合は無償貸し付けを更新していくといった契

約になっており、法人の合意が得られていない状況である。 

今後、市全体で土地貸し付けのあり方を見直していく中で、他の市有財産の取り扱いを

考慮して、公平な形での運用となるよう見直していきたいと考えている。 
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第２項 財産売払収入 

 第１目 不動産売払収入 

  問 土地売払収入として、１億８５６９万４８６円が収入されているが、これら令和３年度

に売却した加茂１丁目地内の土地をはじめとする各土地の売却額や平米単価等、詳細につ

いて伺いたい。 

  答 ３年度に売却した加茂１丁目地内の加茂保育所跡地については、売却金額が１億３１００

万円で、平米単価は入札結果を反映した価格で１７万６０８９円となっている。 

また、石道地内などで９件の里道、水路の売り払いを行い、平米単価は売却箇所によって

９０００円から６万９５００円の範囲となっているもので、これら売払額の合計は５４６９

万４８６円となっている。 

第１９款 寄附金 

第１項 寄附金 

 第１目 一般寄附金 

  問 企業版ふるさとづくり寄附金として２０万円が収入されている点を捉え、当該制度は国

が認定した地方公共団体の地方創生の取り組みに対する企業の寄附について、損金算入と

税額控除を合わせて寄附額の９割も軽減するという企業にとって有利な寄附金であると認

識しているが、何社から寄附があったのか伺いたい。 

  答 ３自治体で連携をしている健幸マイレージの事業について、賛同していただいた企業２

社からそれぞれ１０万円の寄附を受けたところである。 

第２０款 繰入金 

  質疑なし 

第２１款 繰越金 

  質疑なし 

第２２款 諸収入 

第３項 貸付金元利収入 

 第１目 貸付金元利収入 

問  奨学資金返還金が３８９３万２９８４円収納されている点に関して、当初予算額の

３４４３万１０００円に比べておよそ４００万円の増となっていることから、増額となっ

た要因について伺いたい。また、本年６月議会において、奨学資金条例を令和５年３月末

をもって廃止する条例を可決したところであるが、現在返済中の人数についてもあわせて

伺いたい。 

  答 当該返還金については、本来、２年度までに返還を受けるべく計画されていたものの滞

納額を当初予算に計上していたもので、３年度では、２年度から弁護士に委託している回

収業務委託により約５００万円を収納できたものである。また、現在返済中の方の人数は
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⑵  同  歳出 

約２７０人となっている。 

 

第６項 雑入 

 第２目 弁償金 

問 子育て世帯への臨時特別給付金システム業者弁償金として２１万２９８４円が収納され

ているが、その金額の詳細を伺いたい。 

  答 当該弁償金については、子育て世帯臨時特別給付金を支給するに当たり業務を委託して

いた業者が、案内を送るべきではない死亡者へ文書を送付したことから、その対応に当た

った市職員の休日勤務に係る手当て分を業者が賠償金として支払ったものである。 

また、契約どおりに業務が履行されなかったことから、業務委託料についても４５万

６１９２円の減額契約を締結し委託料を支払ったところである。 

 

 第７目 雑入 

  問 生活保護費返還金として６１１６万６０９０円が収入されているが、その金額の詳細に

ついて伺いたい。 

  答 返還金の内訳については、資力があるにもかかわらず急迫の場合等に受給した保護費を

生活保護法第６３条により返還するものとして１９０件あり、これは主に年金の遡及受給

などによるものである。このほか不正受給などにより返還を求める法第７８条による返還

が７８件となっている。 

第２３款 市債 

質疑なし 

第１款 議会費 

  質疑なし 

第２款 総務費 

第１項 総務管理費 

 第２目 企画費 

  問 政策企画・立案事業において、成果報告書によると、令和３年度の自己評価として「新

たに５社と包括連携協定を締結。実際に協働して取組を実施し、行政課題の解決につなげ

ることができた」と記載されているが、課題や取り組み状況が市民には理解しにくいと思

われる。今後、これらの取り組み等について、市民に見えやすくすることで啓発の効果が

上がると考えるが、市の考えを伺いたい。 

  答 この取り組みは、令和２年度から地域や社会課題の解決を目指すために、柔軟な発想と
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優れた技術を持つ企業等と市が協働する取り組みとして実施している。３年度は、市が募

集した４点の行政課題について、科学的根拠に基づいた課題解決や、デジタル化による事

務の大幅な簡素化、官民で連携したデータベースの構築活用に取り組んできたところであ

り、その中でも生命保険会社との連携では、特定健診に合わせた野菜摂取量の測定会開催

による健康管理に関する市民の意識醸成など、一定、取り組みを行っている。 

ただし、取り組みの評価については、連携協定をしながら取り組みを進めている最中で

あることから、市民には成果が見えにくいところがあると認識しており、今後、一定期間

で今までの取り組みを評価し、成果を市民にわかりやすく伝えていくよう検討していきた

いと考えている。 

  

  問 魅力創造事業において、各種リーフレット等のデザインに係る委託料として２８３万

３２８１円が支出されている点に関して、成果報告書によると、当該事業の目的として「定

住地としての魅力を市内外にＰＲすることで、市の認知度やイメージの向上を図り、交流

・定住人口を拡大することを目的とするシティプロモーションを推進」と掲げているもの

の、令和３年度はシティプロモーションに積極的に取り組むことができなかったと自己評

価されている。また、事業の課題として従来のような都市間競争的な移住・定住促進策で

はない手法を検討するとあり、方向性が曖昧であると感じるが、当該事業の今後の進め方

について市の考えを伺いたい 

  答 シティプロモーションについて取り組めてないという現状があることから、令和３年度

に市の魅力の発信についての広報戦略を策定し、４年度は当該戦略に沿ってさまざまなツ

ールを用いた発信方法を検討しているところであり、今後、市の魅力の発信にしっかりと

取り組んでいきたい。 

  答 シティプロモーションについては、市の歴史や地域づくり等、過去から続けてきた取り

組みをリーフレット等のデザインを工夫してわかりやすく市民に対して発信し、市民にと

ってわかりやすいものを市外に向けることで発信力の強化につながるものと考えており、

その結果として、交流・定住人口が増えることで若い世代が増え、地域づくりが活発にな

ることを目指しているところである。 

 

 第３目 情報化推進費 

  問 情報化事業において、キャッシュレス決済導入のための手数料として７２万６０００円

を支出し、行政サービスのＩＣＴ化の推進として一部の窓口でキャッシュレス決済への対

応を開始されていることから、市の窓口等におけるキャッシュレス決済を普及させる今後

の見通しについて伺いたい。 

  答 キャッシュレス決済については、３年度に市民課と市民税課で導入したところであり、
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４年度からは、総合体育館、公民館等の利用料を支払う際にも利用できるよう取り組みを

進めている。 

 

問 成果報告書によると、情報化事業の令和４年度以降の方向性として「行政手続のオンラ

イン化への対応を進めていく」と示されているが、オンライン化の普及は市民にとっても

選択肢が広がり、迅速で簡便な手続を行うことができる一方で、減免の手続など対面での

対応が必要となる手続も多数あり、これらのサービスの後退が懸念されることから、オン

ライン化を進めるに当たっての市の考え方を伺いたい。 

  答 行政手続のオンライン化については、国において子育て関連や母子保健など、利用者が

多いと思われる手続は全国で導入が進められている。その一方で、減免などの手続につい

てはオンライン化の対象となっていない。今後、人口が減少し、働き手が減少していくこ

とへの解決策として業務の効率化を国が検討を進めているところであり、市としても、そ

ういった国の動向を踏まえ、取り組みを進めていきたいと考えている。 

 

 第４目 広報費 

問 広報事業において、広報誌の印刷費用などに１３０５万５９０７円が支出されている点

に関して、成果報告書においては、市民実感調査の結果として「必要な市の情報が入手で

きると感じている市民の割合」は前年度に比べ改善しているものの、若年層の割合がまだ

低い状況にあるとの記載があることから、この状況について市の認識を伺いたい。 

  答 以前から若年層に広報誌を見てもらえていないという課題があることは認識している。

現在ではＳＮＳにも力を入れており、ことし９月からは２年間休止していた市公式ツイッ

ターを再稼働させた。近日中にはインスタグラムも再稼働させる予定であり、ＳＮＳを用

いて若年層に働きかけていきたいと考えている。 

   

 第６目 財産管理費 

  問 資産有効活用事業において、未利用財産の管理費用として、７３５万２４７円が支出さ

れている点を捉え、これら未利用財産のうち、旧文化会館跡地等に係る管理の状況につい

て伺いたい。 

答 旧文化会館跡地の維持管理については、委託により除草作業を年に２回行なっていると

ころではあるが、高木の管理など手をつけていない部分もある。今後、来年度に改定され

る公共施設等総合管理計画の中で、当該跡地を含めた未利用地のあり方について検討する

こととなっており、その中で維持管理についても検討していきたい。 
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第８目 人事管理費  

問 福利厚生事業において、職員ストレスチェック、職員健康診断及びメンタルヘルス相談

業務委託料等として、１１００万２８６４円が支出されている。さまざまなストレス等に

より療養休暇を取得している職員が一定数おり、業務量が多いことや職員の配置が不足し

ていると考えることから、これらについての市の認識を伺いたい。 

 答 令和３年度の私療休暇及び休職者は４６名であり、令和２年度から３５名減少している。

この要因について確実なことは言えないが、職場環境や業務の性質等については市で対応

できる部分もあるため、産業医と相談しながら丁寧に対応していきたいと考えている。 

また、職員の中には長時間労働の職員もいるが、年間を通してではなく数カ月での変動

もあるため、そういった状況を見ながら応援体制を組むことや新規職員を採用するなど、

柔軟に対応したいと考えている。 

 

 第１０目 市民参画費 

  問 参画と協働のまちづくり推進事業において、１７６万円の経費をもって市民ファシリテ

ーター養成講座をキックオフ１回、基礎編１４回、応用編５回実施されているが、当該講

座を実施したことによる効果等について伺いたい。 

  答 当該講座には多数の方に参加いただき、参加者のアンケートによると「コミュニティ会

議等で司会をする際に使ってみた」、「会議がしやすくなった」との意見があった。また、

応用編に出席された方の中でグループをつくり、ファシリテーターの練習を兼ねた活動等

を検討しているところである。 

   

  問 自治会支援事業に関して、成果報告書によると、３年度の自治会加入率は４８．９％と

年々減少していることが示されていることから、加入率向上に向けた当該年度における取

り組みや今後の展望等について伺いたい。 

  答 令和３年度の取り組みとしては、他市の自治会長を招いてＳＮＳ等を活用した自治会活

動の取り組みをテーマとした講演を実施した。当該講演には、希望された自治会長の１０

名程度が参加し、参加者からは「参考になった」等の声を聞いている。 

また、自治会は、身近な地域のつながりや生活しやすいまちづくりに寄与するものであ

ると考えており、担い手の確保、ＩＣＴを活用した災害情報の共有などの地域課題につい

て自治会長の意見を聞きながら、加入率の向上に向けた取り組みを進めたいと考えている。 

 

  問 成果報告書によると、広聴事業において、市公式ＬＩＮＥアカウントにＡＩチャットボ

ットシステムを活用し、問い合わせに対して自動応答できるよう工夫されているものの、

ＬＩＮＥ登録者数が前年度より約１０００人増と伸び悩みを示しているとして、今後の取
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り組みの考え方について伺いたい。 

  答 チャットボットは、市民からの問い合わせについて４つの回答を示す内容となっており、

ピンポイントではないこともあって、これをもってＬＩＮＥ登録者数が大幅に増加するこ

とは難しいと考える。しかし、４年度において、ごみ回収日を通知できるような取り組み

を行ったところ、現時点で９５５０人に増加していることから、他部署との調整のもと、

ＬＩＮＥにさまざまな機能を持たせることで効果的な情報発信を行い、登録者数を増やし

ていきたい。 

 

第１１目 生活安全費 

  問 生活安全事業において、防犯カメラシステムに係る賃借料１９５９万５５２０円が支出

され、各コミュニティに１０台ずつ合計１６０台の防犯カメラが設置されていることから、

今後の防犯カメラの更新のスケジュールや更新の際の設置台数等について、市の考えを伺

いたい。 

  答 防犯カメラのリース契約については、令和４年度及び５年度は再リースとし、６年度に

契約の更新を予定しているところであり、４年度中には地域の方と話し合いを行いながら、

令和５年度内には設置台数等について具体化していきたいと考えている。 

   

 第１２目 スポーツ振興費 

  問 スポーツ施設管理運営事業において、撤去運搬及び処分業務委託料２９４万３３５８円

をもって、東久代公園管理事務所南側の市占有地に車両や建築資材が長年にわたり放置さ

れていた不法占用物に係る行政代執行を行っているが、代執行に係る債権回収について令

和３年度の取り組み状況等について伺いたい。 

  答 令和３年度は占用者に請求書を送付したが、現在のところ支払いがなされていない。現

在、当該債権の回収に向けて督促している状況である。 

 

第１６目 キセラ川西プラザ運営費 

  問 キセラ川西プラザ運営事業において、ＰＦＩ事業委託料（割賦分）９１６６万２５１８

円等が支出されているが、キセラ川西プラザを運営しているＰＦＩ事業者への評価方法等

の詳細について伺いたい。 

  答 評価方法については、まず事業者が自己評価を行い、市へ提出することとなっている。

その後、市がモニタリングを行い、実際に施設を使用されている方や学識経験者に評価の

内容を検証いただくことで、外部からの意見を聴取している。 

なお、評価項目については、要求水準に基づいて実施されているかという視点で評価し

ており、評価内容は「適合」、「不適合」としている。３年度はコロナの影響で自主事業が
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一部実施できていない部分もあるが、評価が不適合となっているものはない。 

 

第２項 徴税費 

 第２目 賦課徴収費 

問 徴収及び収納事業において、成果報告書によると、新型コロナウイルス感染症対策によ

る徴収猶予特例を実施されていることから、その納付に向けた対応状況を伺いたい。あわ

せて、令和３年度では前年度と比較して差押実績が件数で７１件、税額で４１１６万

５０００円増加していることから、その内訳等について伺いたい。 

  答 徴収猶予の特例は、法人・個人を合わせて１２４者が受けており、９８４２万４０００

円の猶予額のうち、４年度へ４４９万５０００円を繰り越している。この金額は、滞納繰

越額と同様に、分納相談も含めた自主納付の催告を行った後、納付されない場合は財産調

査を行いながら滞納処分を行うこととなる。 

また、３年度における差押実績の内訳の主なものは、不動産が２４８件で７２４１万円、

債権が２５５件で１３２８万円などであり、全て合わせると５０４件で８５６９万６０００

円となっている。 

 

第３項 戸籍住民基本台帳費 

第１目 戸籍住民基本台帳費 

 問 住民基本台帳及び印鑑登録事業において、マイナンバーカード等の交付について、カー

ド発行等に係る地方公共団体情報システム機構への委託料として５０７７万８０００円が

支出されている点を捉え、成果報告書によると、マイナンバーカードの交付率が令和２年

度、３年度と大きく上昇しているが、この要因について市の考えを伺いたい。 

  答 マイナンバーカードが本人確認書類として使用できることや、健康保険証とひもづけす

ることで健康保険証として使用できることなど、カードを取得することのメリットをＰＲ

してきたことが交付率の上昇に寄与しているほか、最大２万ポイントのマイナポイントを

獲得できることが大きな要因であると考えている。 

 

第４項 選挙費 

第５目 衆議院議員選挙費 

問 令和３年度に執行された衆議院議員選挙に係る経費として４８９６万１９７２円が支出

されている点に関して、５区と６区の開票事務を一つの会場で行ったことにより、投票用

紙が混在したと聞き及んでいることから、今後における再発防止策等について伺いたい。  

答 昨年の衆議院議員選挙の開票事務において、５区及び６区の投票用紙が混在するという

ミスが発生しており、その原因は、投票箱の置き間違いによるものであると考えている。 
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その再発防止策として、開票所を２カ所に分けることも考えられるが、開票所を分ける

ことによる人員確保等の新たな問題も発生することから、今後、投票及び開票事務におい

てミスが発生しないような管理体制を検討していきたい。 

第３款 民生費 

第１項 社会福祉費 

第１目 社会福祉推進費 

 問 民生児童委員活動事業において、民生委員・児童委員活動補助金として２１９３万４００

円が支出されている点に関して、成果報告書によると、令和３年度の民生委員・児童委員

は２６名の欠員となっており、依然として多くの欠員が生じていることから、その解消に

向けた取り組みを伺いたい。 

 答 民生委員・児童委員の欠員解消に向けた取り組みとしては、基本的には推薦をいただく

自治会長をはじめ、コミュニティ会長や関係団体に丁寧な説明を行っていきたいと考えて

いる。また、３年度は民生委員・児童委員に対してアンケート調査を実施しており、その

中で活動内容の周知が不十分ではないかとの指摘もあり、４年度には一斉改選もあること

から、その改善を図るべく取り組んでいきたい。 

 

 問 成果報告書によると、地域福祉計画推進事業の避難行動要支援者支援対策において、避

難行動要支援者名簿の年度末の登録者数が、前年度に比べると１割近く減っていることか

ら、本事業の令和３年度の取り組み状況を伺いたい。 

 答 登録者数の減少については、登録されていた方の死亡や転出によるものが大きいが、こ

の２年間、コロナ禍で民生委員などの市民活動が停滞していたこともあり、周知不足であ

ったと考えている。また、令和３年度に何か特別な取り組みを行ったというわけではない

ものの、防災と福祉の連携として、一部地域で個別避難計画の作成を実施できた点は前進

した部分であると認識している。 

 

 問 地域福祉活動支援事業において委託料２６５２万７０００円を支出している成年後見支

援センター運営事業について、成果報告書によれば、成年後見支援センター“かけはし”

の相談件数が前年度から３９０件増の９５７件と、大幅に増加している。これは、当該セ

ンターを令和３年４月から中核機関を位置づけたことによるものと認識しているが、この

増加に伴って、成年後見制度の利用も増加傾向にあるのか。また、相談件数の増加に伴う

当該センターの運営状況についても伺いたい。 

 答 相談が成年後見や市民後見の利用に必ずしも直結するものではないが、相談から支援や

市長申し立てにつながった例はある。今後も、相談者が希望する支援や方向性を見出して、

適切な支援機関につなぐ必要があれば、後見人をつけるといった支援を継続して実施して
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いきたい。 

   また、成年後見支援センター“かけはし”については、３年度の中核機関設置に伴って

人員を１名増員し、必要な専門機関との連携や弁護士への委託を行っており、現在のとこ

ろは円滑に事業運営がなされていると認識している。 

 

第２目 人権推進費 

問 人権啓発推進事業において、令和２年８月にパートナーシップ宣誓制度が導入され、３

年４月には阪神８市町間で連携協定が締結されていることから、当該年度における本制度

の利用状況について伺いたい。 

 答 ２年度の制度導入当初には２組の登録があったが、その後新たな登録はなく、現在のと

ころ、阪神８市町間での協定の制度についても利用実績はない。しかし、利用を考えてい

るという方からの問い合わせはあり、引き続き、啓発を継続していく中で制度の趣旨等が

浸透していけば、今後新たな利用者も出てくるものと考えている。 

 

 問 子どもの人権オンブズパーソン事業において、相談員の報酬として１２６４万３３３０

円が支出されているが、相談員の確保については長年の課題となっており、相談員の処遇

が会計年度任用職員という位置づけとなっていることや定着率が低いといったことの解決

を図る必要があると考える。そこで、これらの課題解決に向け、どのような取り組みが行

われているのか伺いたい。 

 答 相談員の人材確保は、オンブズパーソン制度の課題であると認識している。このため、

相談員の意向を確認したところ、フルタイムでの勤務を希望する相談員がおらず、次のス

テップアップのために経験を積む職場という認識を持っている相談員もいるといったこと

から、正職員化するという方向性には至っていない状況である。 

 答 オンブズパーソンの調査相談専門員に限らず、市の相談業務の多くを会計年度任用職員

に担っていただいていることに加え、フルタイム化できないといった課題があるとの認識

のもと、協議は行っているものの解決策は見出せていないところである。 

   一方で、調査相談専門員については、以前と違い、最近は比較的年齢層の高い方が受験

されるといった傾向もあることから、そういった部分で活躍できる方を見出していくとい

うことも一つのあり方であると考えている。 

 

 問 成果報告書では、オンブズパーソンに関して「小中学生の認知度は向上した」と自己評

価を行い、さらに総括では「子どもの権利の尊重・確保を担うべき機関として一定の役割

を果たしてきた」との記述があることから、令和３年度の取り組みについて伺いたい。 

 答 ３年度において新たな取り組みを行ってはいないが、コロナ禍の中でも全児童・生徒に
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対するパンフレットや電話カードの配布及び啓発活動を継続しており、その結果、８１％

の認知度に達しているものと理解している。 

   また、年間の相談件数は８００回を超えており、その解決は１００％に至らないものの、

保護者から問題解決に向けて進むことができたといった感謝の声もいただいている。国で

も、子どもの権利条約に関する資料において自治体が設置する子どもの権利擁護機関の先

進的事例として取り上げられるなどの評価を受けており、制度発足以来、子どもの最善の

利益を追求する基本理念を貫き、第三者機関としての一定の役割は果たしているものと認

識している。 

 

 第４目 障害者福祉推進費 

問  障害者総合支援事業の扶助費において、就労継続支援（Ｂ型）給付費が前年度より約

７０００万円増の４億２５１１万円支出されていることから、この要因を伺いたい。また、

こうした就労支援サービスの事業所から一般就労に至った事例はあるのか。 

  答 給付費が増加した要因は、令和３年度に就労継続支援Ｂ型の事業所が３カ所増えたこと

に加え、就労支援サービスの利用者も増えたことによるものと認識している。また、就労

継続支援Ａ型・Ｂ型及び就労移行支援の事業所から一般就労した方は３３名であり、従前

より増加している状況である。 

 

  問 障害者地域生活支援事業では、成果報告書において、後期基本計画の総括として、相談

の中核機関である障がい者基幹相談支援センターの開設や委託相談支援事業所を１カ所か

ら３カ所に増やしたことで、相談支援体制を充実できたとの記載があるが、従前からの課

題であった相談業務の混雑は改善されたとの認識でよいか。 

    また一方で、障害者総合支援事業においては、事業の課題として、計画相談支援の提供

体制が逼迫しているとの記載があることから、計画相談支援事業所の状況についても伺い

たい。 

  答 令和３年度においては、基幹相談支援センターと委託相談事業所２カ所が増え、それぞ

れの役割分担について、現在取り組みを進めている状況である。基幹相談支援センターの

開設により、従来の課題であった市内の相談事業所へのバックアップが行えるようになっ

たことや委託相談事業所の増設により、相談体制は充実してきたものと考えている。  

一方、ケアプランを立てる計画相談支援事業所は、令和３年度に１カ所、４年度に１カ

所整備されているが、相談件数やサービス利用者は増え続けているため、計画相談の充実

という部分については、引き続き誘致していく必要があると認識している。 
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 第７目 医療保険費 

  問 健康診査の業務委託料として４０８６万２０５０円が支出されている後期高齢者健康診

査助成事業において、成果報告書によると、令和３年度の後期高齢者健康診査受診率が兵

庫県全体の１８．７％に比べて本市は１７．９％にとどまっており、例年も同様の傾向に

あることから、この点について、どのように分析しているのか。また、受診率向上のため

の今後の取り組みについて伺いたい。 

  答 健診の受診率はどうしても都市部が低くなる傾向にあり、市としては医療機関や保健セ

ンター等を通じてＰＲをし、引き続き受診率を上げる努力は続けていく考えである。また、

来年からは若者とお年寄りをつなぐような一体的事業の取り組みを本市においてもスター

トする予定であり、世代の切れ目をなくすことによって、継続して受診いただけるように

していきたい。 

    一方で、後期高齢者の健康施策については、基本的には広域連合において検討されるべ

きものと認識しており、その中で本市として可能な部分についてはしっかりと協力してい

く考えである。 

 

第２項 老人福祉費 

 第１目 老人福祉推進費 

  問 在宅高齢者支援事業において、委託料で３４７万６３６６円を支出している緊急通報シ

ステム事業については、協力員を２名確保しなければならないという点がこれまでの課題

であった。その点について、令和３年度における状況と、あわせて、希望すれば追加でき

る健康相談機能の利用状況についても伺いたい。 

  答 協力員については、令和２年４月から、原則として２名必要という形に要綱を改正して

いる。制度を案内するチラシにも２名の登録が困難な場合には市に相談していただくよう

記載しており、２人目を探すことを条件に協力員１名での申請も協議の上で可能としている。  

    また、健康相談機能については、令和３年度の新規申請件数７２件のうち３９件、約

５４％の方が合わせて申し込まれている状況である。 

 

  問 施設入所援護事業において、満寿荘の指定管理料として５５９３万３１０７円が支出さ

れている点に関して、成果報告書によれば、養護老人ホーム満寿荘の入所者は減少傾向に

あり、令和４年度以降の方向性として、養護老人ホームの今後のあり方を総合的に検討す

るとの記載があることから、この検討状況について伺いたい。 

  答 満寿荘の入所者が近年減少傾向にある要因として、介護保険制度の拡充により、在宅生

活の継続を希望される高齢者が増加していることが挙げられる。しかしながら、当該施設

は経済的困窮や家族との不仲、虐待、ＤＶなどの理由により自宅での生活が難しい高齢者
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の緊急的な保護、シェルターとしての機能を有していることから、措置者は減少傾向にあ

るものの、地域の高齢者の生活を守る重要な役割を担っていると認識しており、今後も継

続して運営していく方針である。 

 

第３項 児童福祉費 

 第１目 児童福祉推進費 

  問 子ども・子育て計画策定・管理事業において、令和３年度では、市立就学前教育保育施

設のあり方の素案に対する意見募集をされているが、さまざまな意見がある中での方針決

定は説明不足の感が否めず、市として柔軟な姿勢が求められる。そこで、今立ちどまって

再考すべきと考えるがどうか。 

  答 市立就学前教育保育施設のあり方については、素案に対して２９３件の意見をいただい

ている。この意見を踏まえ、障害児への配慮に関する記述を盛り込むなど、希望が叶うよ

うな対策を勘案した原案をまとめたところである。今後は、基本的に原案で定めた方向性

にのっとり、関係者の意見を踏まえながら、施策の推進を図っていきたいと考えている。 

 

  問 子育て世代包括支援事業において、業務委託料１２４１万４０００円を支出している産

後ケア事業に関し、成果報告書によると、宿泊、日帰りともに、延べ利用日数及び人数が

前年度に比べ大幅に増加しているが、この要因をどのように分析しているのか。また、受

け入れ先の拡充という点について、市の考えを伺いたい。 

  答 日帰りと宿泊の利用が増えた要因としては、コロナ禍の影響により、助産師等の訪問を

敬遠されたことが挙げられる。３年度では、医療機関と助産院を合わせて５カ所が受け入

れ先となっているが、今後は利用者の増加が見込まれるため、市外も含めた受け入れ先の

拡充について、積極的に検討していきたい。 

   

問 工事請負費２３５４万円や家庭児童相談システム導入・改修委託料９１８万３９００円

をはじめ、合計３７６９万４８８６円の経費をもってキセラ川西プラザ福祉棟２階に「こ

ども若者相談センター」を整備し、成果報告書における自己評価でも、有効性、効率性と

もに「大きく向上した」と評価されていることから、施設整備の効果等について伺いたい。 

答 「こども若者相談センター」については、令和３年１１月に改修工事を行い、家庭児童

相談室の相談員、スクールソーシャルワーカー、ニートやひきこもりの相談員、教育相談

の相談員が同じ事務スペースで仕事ができる環境が整ったところである。これにより、多

岐にわたる相談について、従来は担当が異なっていた相談員が同じケースに一緒に対応で

きる環境が整ったものと考えている。 
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 第２目 青少年支援費 

  問 成人式典実施事業について、令和３年度は２年ぶりに式典を開催し、初めてオンライン

配信と同時に実施するという手法をとられたが、その総括を伺いたい。また、事業費が

１９０万５０２５円と、コロナ禍前である令和元年度の８９万２２４５円と比べ、約

１００万円の増額となっている要因についても伺いたい。 

  答 ３年度はキセラホールで式典を開催し、オンライン配信との併用で実施している。視聴

者数については、２年度の１５８７人から２３００人に増加したことに加え、地方におら

れる方が視聴することができたとの声もあったことから、一定の成果があったものと考え

ている。また、事業費の増額については、オンライン配信によるものと認識している。  

 

 第３目 保育所費 

  問 幼児教育・保育施設運営支援事業において、委託料でＡＩ入所選考システムの導入・改

修委託料として４４０万円が支出されている。当該システムは令和３年度に本格導入され

たと認識しているが、その効果と課題について伺いたい。 

答 当該システムについては、令和４年４月の入所選考事務において本格導入し活用したと

ころであり、正確かつ迅速で、複雑な保護者ニーズにもきめ細かに対応することができた

ものと考えている。また、選考事務に要する時間が大幅に短縮され、選考結果の送付時期

を例年より１週間程度前倒しすることができたことにより、内定に至らなかった方との最

終的な調整に時間を充てることができ、待機児童ゼロに向けた取り組みを進めることがで

きたと考えている。 

  一方で、導入初年度であったことから、マニュアルなどの構築ができておらず、適宜微

調整を図る必要があったことから、今後は複数の職員で対応できるよう人材の養成にも取

り組んでいきたい。また、家庭的な環境などから特段の配慮が必要といった場合には、Ａ

Ｉではなく人の手で選考を行う必要があるため、うまく併用しながら、丁寧に入所選考を

進めているところである。 

 

問 幼児教育・保育施設運営支援事業において、保育士等の確保策として、働きやすい環境

を整備するため、事業者が宿舎を借り上げるための費用の一部補助を実施したとのことだ

が、令和３年度における効果について、市の見解を伺いたい。 

答 当該事業は３年度に新規事業として実施したもので、実績としては、請求のあった６園、

実人数として１７名を対象に、合わせて６５０万６０００円の補助金を支出している。活

用した園からは非常に効果が高かったとの意見をいただいている。 
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第５目 留守家庭児童育成クラブ費 

  問 留守家庭児童育成クラブ事業において、成果報告書によると、令和３年７月から留守家

庭児童育成クラブの開所時間を拡充し、利用者の利便性の向上を図ったとのことだが、長

年の課題である支援員の確保についてはどのような対策がとられたのか伺いたい。  

答 令和３年度から教育保育職員課において、保育所や学校も含め教育委員会全体の採用活

動を行っているところで、支援員の確保についても、例えば、民間求人サイトへの募集記

事の掲載や、夏休み期間の学生アルバイトの積極的雇用、また、育成クラブ支援員以外で

当課に履歴書を提出いただいた方のうち、育成クラブで対応いただけそうな方に対し案内

をするといったことのほか、保育所や学校も含めた募集チラシを市内全戸配布するなどの

取り組みを行っている。その結果、クラブの延長実施ができるまでに増員はできており、

まだ十分な人数の確保には至っていないものの、一定の効果が出たものと考えている。 

 

問 待機児童対策として令和３年に実施された、川西北小学校における夏季休業期間中のみ

の育成クラブの試行実施の成果と、その実施に当たっての人員配置状況についても伺いたい。 

答 夏季休業期間中のみの育成クラブの試行実施については、令和３年度に最も待機児童の

多かった川西北小学校区において実施したところ、入所者は２３名であった。３年５月１

日時点の当該小学校の待機児童数は１１名であり、試行実施がなかった場合には、その合

計の３４名程度の待機児童が生じていたと考えられることから、一定の効果があったもの

と認識しており、これを受けて、４年度からは市内４校において本格実施に至っている。  

  なお、今回の試行実施に当たっては、年度当初から夏季休業期間中のクラブに充てられ

るような人員を配置している。川西北小学校には通年クラブが２クラブあり、通常、各ク

ラブに１名配置している主任支援員について、さらに１名を夏季のクラブ開所に向けて配

置することで、４月１日から合計３名配置するといった体制で臨んだところである。  

 

第４項 生活保護費 

 第１目 生活保護費 

  問 生活保護扶助費として２９億４３０８万７７６１円が支出されている生活支援事業にお

いて、コロナ禍の影響に鑑みれば、生活保護を受けようとする方は増加することが予想さ

れたものの、成果報告書によると、年度末における生活保護受給世帯、人員ともに前年度

に比べ減少していることから、その要因を伺いたい。また、生活保護は最後のセーフティ

ネットの役割があると考えるが、必要な方が受給を希望しやすい環境は整っているのか、

あわせて伺いたい。 

  答 生活保護の受給世帯、人員ともに減少した要因としては、コロナ禍の影響による他の支

援策がある程度周知されていることが考えられる。また、生活保護世帯の高齢化が進み、
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単身世帯が増えていることによって対象者は減少している状況であり、これは兵庫県全体

においても同様の傾向が見られている。また、生活保護制度については、相談を受けた際

に、誰でも申請できるものであるということは必ず伝えている。 

答 コロナ禍で生活保護制度は重要なものになってきており、令和４年度には広報誌を通じ

て、市民に対し、わかりやすく制度を広報するなどして、生活保護は権利であるという周

知を行っている。 

 

  問 生活支援事業の課題として、成果報告書では、就労経験の少ない対象者や長時間就労が

難しいといった個人の能力に応じた就労先の開拓が必要ということだが、この点に対する

令和３年度の取り組み内容について伺いたい。 

  答 就労準備支援事業の委託業者による協力事業所の開拓があまり進まなかったこともあ

り、対象者が職業訓練を行える事業所が少なかったことから、協力事業者を増やす取り組

みとして、商工会や福祉のサービス協会などに対する広報や個々の事業所にお話に伺うと

いったことのほか、チラシの配布や商工会の機関誌に協力依頼に関する記事を掲載してい

ただくなどの取り組みを行ったところである。 

第４款 衛生費 

第１項 保健衛生費 

 第１目 保健衛生総務費 

  問 健康づくり推進事業において、市民の健康づくりや運動習慣の定着を図るため健幸マイ

レージ事業を委託料６９９７万５１４８円等をもって実施していることから、介護費の抑

制を含めた令和３年度の事業効果について、市の見解を伺いたい。 

  答 介護費と医療費に係る事業効果の分析については、最終年度終了後に報告する予定であ

るが、現段階においては、健幸マイレージＫＰＩ（評価指標）実績値について未達成の項

目もあるものの、新規参加者の目標達成率や運動不十分層の割合は目標を上回っており、

加えて、新規参加者の歩数の変化についても大幅に増加するなど、一定の効果があったも

のと捉えている。 

 

  問 健幸マイレージ事業について、参加者に対しては一定の効果が見られるものの、一方で、

参加していない人への働きかけについては従前からの課題であると認識している。当該事

業については、成果報告書において、持続可能な仕組みが構築できなかったため令和４年

度で終了すると記載があることから、こうした仕組みを構築できなかった要因に関する市

の分析を伺いたい。 

  答 当該事業は申し込み制であり参加できない市民もいたことから、地域と協力して出前健

幸測定会を実施する仕組みをとってきたところである。 
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また、持続可能な仕組みの構築については、事業実施に多額の財源が必要となることに

加え、参加者の増加に伴い事業費が増加する構造となっていることについて、これを賄え

る仕組みの構築には至らなかったことから、終了するという結論に達したものである。こ

のため、現在、住みなれた地域での運動の習慣化を含め、まずは家から一歩出て人とつな

がることを後押しするような仕組みを検討している。 

 

  問 保健対策事業において、成果報告書では、胃がん検診を受託している医療機関が少ない

ことが示されているが、当該検診の拡大に向けた、令和３年度の取り組み状況について伺

いたい。 

  答 胃がん検診の実施に際しては、事前に準備委員会を立ち上げ、検診の実施方法について

確認いただくとともに、制度管理委員会において、医療機関で撮影したフィルムが国の指

針に適合しているかなどについて判定している。 

    ３年度では、１５医療機関で受託される方向で協議していたものの、コロナ禍による医

療機関の逼迫や医療機器の導入遅延等が影響し、７医療機関の受託にとどまっている。  

 

 第２目 予防費 

  問 予防事業において、新型コロナウイルス感染症罹患者のうち自宅療養者の体調確認を実

施するため、会計年度任用職員報酬等で１７０万９０００円を支出している点を捉え、医

療機関と連携し、看護師・保健師により体調管理や継続した健康観察を市独自で実施する

など、医療従事者が困難な状況の中で、市として市民の不安軽減につながるさまざまな手

段を講じられていることを評価する。これに関して、１３３３件実施した体調確認の状況

に加え、その経験を今後どう生かしていくのか、市の考えを伺いたい。 

答 自宅療養者への体調確認等の実施については、主に療養者の不安軽減及び医療機関の逼

迫を防止する観点から、市医師会長・病院長会議で協議した上で１月中旬から実施してい

るものである。内容については、市民が陽性になった場合にどうすればよいのかわからな

いといった状況があったことから、当時の対応としては、保健所の連絡を待つなどの対応

を案内していたところであるが、独居・老々介護である場合や体調に心配がある場合など

は翌日も電話をする等、状況に応じて、専門職である看護師や保健師の判断により継続し

た対応を実施してきたところである。 

これについては、現在もコロナ禍であることから、引き続き、国や県の対応の変更に応

じ案内に変更を加えて、対応を継続している状況である。 

 

 第３目 保健センター費 

  問 健康診査事業において、がん患者アピアランスサポート事業助成金として４４万６０００
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円を支出されている点に関して、成果報告書によると、令和３年７月（４月遡及）よりが

ん患者アピアランスサポート事業を開始し、がん治療による外見変貌を補完する補正具の

購入費用として１２件の助成を行ったことが示されていることから、その内訳を伺いたい。 

また、当該助成に係る所得制限を４００万円未満とした点に関して、その設定根拠を伺

いたい。 

  答 助成対象は３種類で、内訳としては、ウィッグが９件、補正下着が３件、人口乳房がゼ

ロ件であり、大部分は限度額の範囲内であるが、ウィッグに関してはさまざまな種類があ

るものの、当該助成の対象となるものは医療用ウィッグのみであり、その範囲においては、

一定限度額の範囲内におさまっているものと推測している。 

    また、所得制限については、経済的負担の軽減を図るという観点を踏まえ、県の補助制

度に基づき設定したものである。なお、令和３年度の実績としては、所得要件を超過した

例はなかったものと認識している。 

 

 第４目 救急医療対策費 

  問 令和３年度、１３４５万６４８１円が支出されている応急診療所運営事業に関する請求

資料では、３年度の応急診療所の地域別受診者数は、南部と中央部で約５割を占めている

状況にあるものの、現在、当該診療所が北部に移転されていることから、その影響や移転

に関する周知が十分になされたかといった点について、市の見解を伺いたい。  

  答 診療所が移転する影響については、受診者の地域の割合が変わることは想定しているも

のの、現在は南部地域に総合医療センターも開院していることから、市全体としての対応

はできているものと考えている。なお、移転に際しては、ホームページや広報誌に加え、

張り紙等で周知を行っており、特に問い合わせが多数寄せられているといった状況でもな

く問題はないと認識している。 

 

第７目 病院費 

問 経営基盤を強化するために国が定めた病院事業会計への基準内繰出金として、市立川西

病院除却に係る経費３億９７８５万４０００円を含む７億５９９７万３０００円が支出さ

れているが、看護師宿舎及び医師住宅の除却工事に伴い、駐車場の台数が減少する点につ

いて、病院利用者からの問い合わせを含めた影響について伺いたい。 

  答 市としても、その都度現地を確認してきたところであるが、駐車場の減少に関しては、

当初は若干の影響が生じていたものの、当初予定に追加して新たに駐車場を確保したこと

もあり、道路に車両があふれるような状況は解消できているものと認識している。 
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第２項 環境衛生費 

 第１目 環境衛生総務費 

問 環境衛生管理事業において、川西市環境衛生推進協議会事業に係る補助金として１０８

万４１１３円が支出されている点を捉え、決算成果報告書によると、同協議会が実施して

きた空き宅地の除草業務の移管先を検討しているとの記載があることから、こうした判断

に至る検討状況を含めた詳細について伺いたい。 

答 空き宅地の除草業務については、現在、川西市環境衛生推進協議会が実施しているもの

であるが、事業再検証において検討を行った結果、当該団体は一定の役割を終えていると

いう判断に至り令和４年度をもって終了することとなったものである。これに伴い、団体

が実施していた業務を整理する中で、空き宅地の除草業務について、利用者に負担や迷惑

のかからないよう移管先を現在検討しているものである。 

 

第３項 清掃費 

 第１目 清掃総務費 

  問 ごみ減量化とリサイクル推進事業の細事業で８０５万３０００円を支出しているごみ減

量・リサイクル整備事業に関して、成果報告書において、長年発行してきたリユース情報

誌「り・ぼ・ん」を廃止し、新たな啓発が必要であると記載されている点について、同誌の

廃止の理由と市としての今後の啓発方策を伺いたい。 

答 「り・ぼ・ん」については、近年、登録及び成立件数が減少傾向にあり、こうしたことか

ら、事業再検証において、当該事業については行政が中心となって実施するべきではなく、

民間事業者等も利用して実施するべきという助言がなされており、市としても市民の利便

性も考慮し、民間リユース会社等との提携による、ごみ減量の啓発を模索していきたいと

考えている。 

第５款 労働費 

第１項 労働費 

 第１目 労働対策費 

  問 就労支援事業において、障害者を試行雇用して継続して雇用する事業主に対して川西市

障がい者トライアル雇用奨励金・継続雇用奨励金制度を設けたものの、成果報告書では、

令和３年度、問い合わせ５件に対して申請がゼロ件であったことが示されている。この実

績に対する市の認識を伺いたい。 

答 当該事業は、事業者が障害者雇用の理解を深め、障害者の雇用機会の拡大と定着を図る

ことを目的とするもので、具体的には、国の「障害者トライアル雇用助成金」の支給を受

け、対象となる障害者を試行雇用する事業主に対し、国の助成金支給額の２分の１に相当

する額を支給するものであり、国の制度が入口になっている。 
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したがって、国の手続の際には必ず案内が行き渡るよう周知を図っているところである

が、３年度には対象となる事例がなかったため、申請がゼロ件となったものと認識してい

る。なお、４年度では、現在のところ１件の申請がある状況となっている。 

第６款 農林業費 

第１項 農林業費 

 第３目 農林業振興費 

  問 農業振興事業において、８０万円を支出している水田農業総合対策事業では、耕作放棄

地の解消と担い手育成支援を実施している。決算成果報告書における令和３年度事業成果

の自己評価では、有効性が向上したと記載があるが、その理由について伺いたい。  

また、３年度に創設されている農地バンクの利用状況や市民ファーマー制度の利用者が

増加していない点について、今後の対応方策を伺いたい。 

答 事業の有効性の向上については、農業の担い手づくり事業として、今年度から矢問農園

においてＪＡによる農業講習会を開催しており、受講者には、農地バンクに登録のある農

地を紹介するなど、耕作放棄地の解消や農地の適正運用に向けた取り組みを進められたも

のと考えている。 

  また、農地バンクの登録数については、農地の貸借・売買のいずれも１６件程度で、３

年度の創設後直ちに１件の利用実績があるなど、複数の問い合わせを受けている状況であ

る。また、市民ファーマー制度については、制度を利用するに当たっての農業経験年数の

要件を緩和するとともに、矢問農園で年間を通じて農業のノウハウを学ぶ機会を設けたと

ころ、講習会受講後に就農に向けてステップアップをされた例もあることから、今後もこ

うした取り組みを続けていきたいと考えている。 

 

第４目 農地費 

問 農業用施設改良事業において、老朽化により改修が必要な農業用施設の改良工事等に係

る補助金として６１万７７８０円が支出されているが、改修が必要な箇所に対して補助が

行き届いているのか。 

答 水路を含めた農業用施設の管理・運用については、各地域の生産組合が担っている。当

該施設の老朽化に伴う改良の必要な箇所は地域によって異なるため、毎年、生産組合長会

を通じて４～５件の要望をいただいている状況にあり、全て実施できているものと認識し

ている。 

第７款 商工費 

第１項 商工費 

 第１目 商工振興費 

  問 商工振興事業において、商店街お買い物券事業への支援として１４８６万２０００円、
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キャッシュレス決済を活用した事業者支援として６９０３万１０００円を支出して、それ

ぞれ事業を実施している点について、市民の反応を含めた各事業の効果等について、市の

見解を伺いたい。 

  答 商店街お買い物券事業への支援については、従来からある紙の商品券を店舗に持参する

事業で、コロナ対応としてインターネット上で申請をして購入できるようにしたものであ

る。これについては、紙の商品券になじみのある方などに喜ばれており、大変好評を得て

いるものと考えている。 

また、キャッシュレス決済を活用した事業者支援については、スマートフォンを利用し

て決済をするもので、事務手続がより簡便となることに加え、参加店舗数が多数であった

ことから非常にスムーズに消費喚起が進み、好評であったと考えている。一方で、実施時

期がまん延防止等重点措置の適用期間であったため、その効果が十分に発揮できなかった

点が残念であったと感じている。 

 

 第３目 観光費 

  問 観光推進事業において、川西市黒川里山センターの基本設計委託料として３５０万円を、

詳細設計委託料として１２００万円を支出しているが、当該工事の入札が２度も不調とな

っている点について、市の見解を伺いたい。 

  答 当該基本設計及び詳細設計の業務委託については、プロポーザル方式により事業者を募

ったもので、その提案を受けて里山センターの設計を委託しているものであり、市の単価

等ともすり合わせながら設計を詰めてきたところである。しかしながら、昨今のウクライ

ナ情勢等の影響による物価高騰等を受け、入札が不調となったものと考えている。  

  答 入札に至る流れについては、まず設計事業者で建物の仕様をどういったものにするか設

計書を作成し、その後、市の歩掛等をもとにして金額の積算などを行うほか、社会情勢等

の助言についても委託業務に含まれる要素ではあるものの、入札に際しては、市において、

金額の積算や工期等の設定も加味して行うものである。 

    今回の入札については、ウクライナ情勢や原油価格高騰等の影響を受けたものであるが、

これについては、価格面だけでなく、材料の調達の面においても納期の見通しが立たない

状況となっていることから入札が２度不調となったものであり、委託業者の業務に問題が

あったとは認識していない。 

第８款 土木費 

第１項 土木管理費 

 第１目 土木総務費  

問 令和２年度末をもって、市緑化協会が解散したことに伴う残余財産６５２万９１３６円

を緑化基金に積み立てている点を捉え、緑化の推進は環境にもつながる重要な施策である
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ことから、同協会の解散による影響について伺いたい。 

答 従前、市緑化協会が実施していた緑化思想の啓発に関する事業は市で引き継いでおり、

具体的には駅前ロータリー等の草花交換、緑化活動団体への資材提供、都市緑化祭の運営

等を実施したところである。今後も、見直しを加えながら一層の緑化事業推進に取り組ん

でいきたい。 

 

問 公共交通支援事業において、地域公共交通体系を支える新しい仕組みの検討に係る業務

委託料として３９９万３０００円を支出している、オンデマンドモビリティサービス実証

実験に係る調査の詳細について伺いたい。また、オンデマンドモビリティサービスの導入

やバス路線の維持などの地域公共交通に係る施策展開について、市の考えを伺いたい。 

答 当該業務委託においては、清和台、大和、グリーンハイツの３地域においてアンケート

調査を実施し、交通データの収集、今後の人口の動向をはじめ、公共交通を取り巻く課題

を整理したものの、オンデマンドモビリティサービスの導入を具体的に進めるところまで

は至っていない。 

答 オンデマンドモビリティサービスは、地域公共交通の課題解決の一つの手法であり、引

き続き研究は続けていきたいと考えている。また、現在はコロナ禍で急激に経営環境が悪

化している既存のバス路線の維持に、市民、行政、事業者が一体となって取り組んでいく

べきであると考え、地域公共交通会議を立ち上げ課題解決に向けて議論しているところで

あり、策定中の公共交通計画の中で方向性を示していきたい。 

 

問 公共交通支援事業において、業務委託料として２６４万円が支出されている市立川西病

院・大和団地線（バス支援事業補助路線）の再編検討業務について、当該路線は地域住民

が利用促進に努力されるとともに、地域と交通事業者と協議してルート変更と減便を実施

していると認識している。今後、路線維持に向けた定期的な検討の中で議論を深めること

が必要と考えるが、検討の進め方について、市の考えを確認したい。 

答 補助路線の維持に向けて、地元住民及びバス事業者と毎月のように協議の場を設けてい

る。また、令和３年度に再編検討をする際にバスの利用者にアンケートをとっているが、

その結果、地域内でバスを利用していない方に働きかけて乗客を増やしていくことが必要

であると考え、その方策について地域住民と一緒に検討していきたいと考えている。  

 

第２目 交通安全対策費 

問  放置自転車対策事業において、無料駐輪場の整理等に係る業務委託料として４４４万

２５１１円、自転車等駐車場用地の土地借上料１２１４万３８００円が支出されている点

に関して、成果報告書では、今後の方向性として「持続可能な駐輪場運営実現のために関
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係機関と調整を図り、駐輪場の有料化に向けた検討を行う」と記載されていることから、

検討に当たっての市の認識について伺いたい。 

  答 同じ市の駐輪場で、有料と無料が混在しているのは公平性に欠けると考えており、有料

化することによって駐輪秩序が守られるといった認識のもと、全体として有料化を進めて

いきたいと考えている。 

 

問 交通安全啓発事業において、違法駐車等対策事業で５１万９０００円が支出されている

点に関して、成果報告書の自己評価で「違法駐車防止重点区域内の違法駐車台数はほぼ横

ばいであり、減少させることができなかった」と記載されている点について、令和３年度

に講じた対策を伺いたい。また、重点区域外で違法駐車が多い区域で行った実態調査の結

果等についてもあわせて伺いたい。 

答 川西能勢口駅周辺の違法駐車対策としては、川西警察署に取り締まりを依頼するだけで

なく、直接ドライバーに対する啓発を実施したことに加え、近隣の大型店舗等にも協力を

依頼しているが、具体的な解決策を見出せない状況である。 

また、当該地区以外では、川西萩原台郵便局前や多田グリーンハイツ内のコンビニエン

スストア周辺などで実態調査を行っており、今後、どのように啓発していくかを検討して

いるところである。 

 

  問 歩道整備事業において、市道８９８号自転車通行空間整備工事で９６７万９０００円が

支出されている点に関して、当該整備工事を実施に際して、地域への説明は十分になされ

ていたのか。 

答 市道８９８号は、一庫地内の国道１７３号から連続する市道であり、歩行者や自転車と

自動車の接触事故が多発していたため、令和３年度において、２団体からの要望に基づき、

自転車専用通行帯（自転車レーン）の整備を兵庫県とともに実施したものである。工事施

工に際しては、自治会やコミュニティ等の関係者に対して概要の説明はしているものの、

公安委員会等との協議等により若干、時期が遅延したことから、今後、可能な限り早期に

説明できるよう検討していきたいと考えている。 

 

第２項 道路橋りょう費 

 第２目 道路維持費 

  問 道路・水路維持補修事業において、路面性状調査及び舗装修繕計画策定業務に係る委託

料として７８１万６６００円が支出されている点について、調査対象となった道路や具体

的な調査方法の詳細を伺いたい。 

また、計画外の補修について市民からの要望にどのように対応しているのか、あわせて
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伺いたい。 

  答 路面性状調査は、主にバス路線や大型団地の外周等の幹線道路６５キロメートルのほか、

細街路４６０キロメートルのうち、地域における主要な路線３４キロメートルを選定し、

合計９９キロメートルについて実施しており、調査方法としては２０メートル間隔で評価

を行っている。 

一方、調査対象外の細街路については、計画とは切り離して対症療法的な維持補修を行

っていきたいと考えている。 

 

  問 街路樹維持管理事業において、街路樹及び植栽帯の剪定等に係る業務委託料として

７０４７万４８３５円が支出されている点に関して、成果報告書の剪定状況の推移で過去

５年間の状況を見ると、年度によって剪定本数や事業費に差異が生じている状況が見受け

られることから、その理由を伺いたい。 

  答 街路樹の剪定については、奇数年と偶数年のグループに分けて、２年に１回の間隔で剪

定を実施しており、事業費については、その年度における入札の結果が反映されることか

ら、隔年ごとに本数の差異はなく管理できていると考えている。また、街路樹維持管理計

画を策定するために平成３０年度に職員で現地調査を行っており、今後、業務委託をする

中で本数等についてさらに精査を加えていきたいと考えている。 

 

 第３目 道路新設改良費 

  問 道路改良事業において、当初予算額２億６３１万２０００円に対し７８８８万９５１０

円の執行にとどまっている要因について伺いたい。 

  答 道路改良事業については、入札の結果、多額の入札差金が発生することがあるとともに、

事業進捗を図る上で権利者をはじめとする地域住民の理解と協力が不可欠であることから

用地買収の交渉が難航して予算を執行できない、あるいは予算を翌年度に繰り越すことも

あり、結果として執行額が当初予算額に比べて低くなっているものである。 

 

第３項 都市計画費 

 第５目 公園緑地費 

  問 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、２３８０万４０００円の経費をもって

公園内に新設した手洗い場の箇所数と今後の予定を伺いたい。 

また、公園遊具の更新等に係る費用として５１４０万４１００円が支出されている点に

関し、遊具の選定に関する市の考え方を伺いたい。 

  答 今回の手洗い場の設置は感染症対策であることから人が多く集まる公園を選定して、市

内５１公園に設置したところであり、これにより当該事業は完了したものと考えている。  
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また、公園遊具の更新に関しては、現在設置されている遊具を安全に使用できるよう適

切に更新していくことを中心に考えているほか、複合遊具やユニバーサルデザインの遊具

に取りかえていくということが課題であると認識しており、今後、遊具の再編整備につい

て検討していきたいと考えている。 

   

  問 公園維持管理事業において、キセラ川西せせらぎ公園の維持管理に係るＰＦＩ事業委託

料１８２３万４７００円が支出されている点について、予算審査の際にもこの維持管理費

が高額であることについての議論があり、経費を抑制していくべきとの要望も述べたとこ

ろであるが、当該年度の維持管理経費抑制に係る動向について伺いたい。 

  答 以前から同公園の維持管理経費の縮減は課題であると認識しており、芝と植栽のメンテ

ナンスに問題があると考えている。現在、市民や公園周辺の事業者が公園の清掃に協力し

ていただいていることから、今後の公園の維持管理については、そういった市民を巻き込

んだ形で進めていきたいと考えている。 

答 ＰＦＩ事業については令和４年度で終了することから、５年度からの維持管理の方法に

ついて検討しなければならないと認識しており、特に維持管理経費については精査する必

要があると考えている。一方で、キセラ川西せせらぎ公園は、中心市街地にあることから

市外からの来訪者もあることに加え、総合医療センターも近くに開院したことから、入院

患者を元気づけられるような公園を目指し、一定のレベルは保っていきたいと考えている。 

 

第４項 都市環境費 

 第１目 空港周辺整備費 

  問 空港周辺地域整備事業において、南部地域雨水整備詳細設計業務や高芝地区暫定緑地詳

細設計業務及び三葉公園整備詳細設計業務で委託料１７３３万４９００円、市道８１号外

道路改良工事費として１８９４万２８８０円等を支出されている点などを捉え、これらの

費用をもって南部地域整備実施計画の進捗が図られており、成果報告書によると、令和３

年度末の完了率は５３％となっていることから事業進捗の総括を伺いたい。 

特に、ＪＲ北伊丹駅北側出入り口へのエレベーター設置については、地域住民の利便性

向上に大きく寄与するものと考えられることから、今後の見通しについて伺いたい。  

  答 令和３年度においては、市道２２号の沿道に生活利便施設を誘致するためのサウンディ

ング市場調査や、摂代地区の道路の拡幅整備、そしてゲートボール場の利用者及びニーズ

調査を行ったところである。当該計画の完了見込みとしては、令和６年度末で９２％に達

する見込みであり、ＪＲ北伊丹駅北側出入り口へのエレベーター設置をはじめとする３項

目については６年度末までの完了が難しいと考えている。 

また、鉄道事業者に対して、当該エレベーターの設置に関する要望活動の根拠資料とす
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るため、３年度においては北伊丹駅の乗降客数調査を行ったところである。しかし、乗降

客がコロナ前の水準に戻っていないことから、今後も引き続き経年的に調査を実施すると

ともに、高齢者などの利用実態も考慮される県の補助金の活用なども視野に入れながら、

粘り強く設置を要望していく必要があると考えている。 

 

第５項 住宅費 

 第１目 住宅総務費 

  問 住宅政策推進事業において、１０２５万円を支出している空き家のリフォーム費用に係

る補助金が１１件と、前年度に比べて増加している要因や、制度利用者の分析及び制度の

周知方法等について伺いたい。 

  答 利用者の増加については、令和３年度に制度改正を行ったわけではなく、制度のＰＲを

続けた結果、２年度より４件増加したものと考えており、制度の利用者については、市民

が半分を占めたほか、阪神間や北摂地域といった市外から、大和をはじめとする中北部地

域の団地を中心に市内全域に転入があったものと分析している。 

また、３年度末からは、本市の空き家対策の取り組みを紹介する動画を作成しインター

ネットで配信したことも効果を示しており、このＰＲ動画をきっかけとした問い合わせ等

に対して丁寧に制度を説明して活用を促していきたいと考えている。 

 

  問 住宅長寿命化推進事業において、１７６万７５００円の業務委託料を支出し実施してい

る簡易耐震診断点について、無料で診断が受けられるにもかかわらず申請件数が３９件と、

低調である理由についてどのように分析しているのか伺いたい。また、１１９６万７０００

円を支出している耐震改修に係る補助金についても、申請件数が減少傾向にあることにつ

いてどのような分析をしているのか、あわせて伺いたい。 

答 簡易耐震診断の申請件数が伸びない原因としては、コロナ禍が影響しているものと考え

ている。また、同診断の実施に当たっては、専門家が訪問時に助言するとともに、図面や

助言を付した診断書を送付し、必要に応じて問い合わせにも専門家が対応しているが、耐

震改修費の補助対象が昭和５６年５月以前に着工された住宅であり、所有者が高齢化し経

済的な余力もないなどの事情から申請件数が減少傾向にあるものと考えている。  

 

 第２目 住宅管理費 

問 市営住宅維持管理事業においては、令和３年度から指定管理者による維持管理を行って

おり、指定管理料として１億６０６万８０００円支出されている点について、当該指定管

理者に対する評価や、使用料の徴収に係る取り組み状況等について伺いたい。  

答 指定管理者制度導入に対する入居者の反応としては、高齢者対策などの入居者サービス
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が向上したなどの意見が満足度アンケート調査で多く見られていることは成果であると捉

えているとともに、外部審査のモニタリングにより、コロナ禍の影響で実施できなかった

認知症対策や防犯の講習会等を除き、仕様書どおりの業務が行われていることを確認して

いる。 

また、使用料の徴収についても、納付がなかった世帯に対して即時に電話や訪問等の対

応を実施しており、現年度分は９９％以上の収納率を維持している状況である。  

第９款 消防費 

第１項 消防費 

 第１目 常備消防費 

  問 消防活動事業において、４億１７３３万２０００円の更新負担金を支出している高機能

消防指令システムについて、移行時の問題点や従来のシステムと比べて機能向上が図られ

た点について伺いたい。 

  答 同システムの更新については、令和４年２月より試行的に稼働させた結果、小さなトラ

ブルは発生したものの、４月の本稼働の際にはそういったトラブルも克服し問題なく運用

できているものと認識している。また、今回の更新は自動化を進めることでヒューマンエ

ラーを減少させることを目的としており、災害の種別や規模に応じて自動で出動隊を編成

することが可能となり、従前は災害発生場所の消防本部から消防車や救急車を編成して出

動させていたものを、行政区域に関係なく最寄りの消防署から出動させるようにしたこと

が新たな機能として挙げられる。 

 

  問 救急活動事業において、新型コロナウイルス感染症対策のための濃度計付きオゾン発生

器などの備品購入費として４１９万５７３０円が支出されている点に関して、新型コロナ

ウイルス感染症による救急出動時間の増加など、救急業務に係る負担が大きくなっている

と総括されていることから、コロナ禍における救急車の現場到着時間や医療機関への搬送

時間について、どのように分析しているのか伺いたい。 

  答 令和３年度における救急車の現場到着時間については、平均で７．７分となっており、

２年度の７．２分に比べて長くなっている状況である。また、医療機関への到着時間につ

いても同様に３９．７分から４２．１分と長くなっており、コロナ禍の影響により医療機

関が逼迫する中で、病院選定までに時間を要したことが原因であると認識している。  

 

問 消防施設維持管理事業において、設備工事費４１６万１３００円で北消防署清和台出張

所の女性仮眠室を整備している点を捉え、女性職員の配置状況や女性仮眠室整備の効果等

について伺いたい。 

答 現在消防本部には１０名の女性職員が配置されている状況にあり、令和３年度に清和台
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出張所に女性仮眠室を整備したことにより、４年度から女性職員を配置したところである。

また、現状として久代出張所を除き女性仮眠室を整備できていることから、さまざまな部

署で女性職員の配置が可能となっており、女性職員の職域拡大に向けて取り組めているも

のと考えている。 

 

第２目 非常備消防費 

  問 消防団活動推進事業において、被服の更新等に要する経費として消耗品費１２６万

６８４８円が支出されている点に関して、成果報告書によると、コロナ禍で消防団の出動

順位も繰り上がっており、被服の更新をはじめとする処遇改善などより活動環境の整備に

努めているものの、消防団員の確保に苦慮されている様子がうかがえるが、令和３年度に

おける団員確保等の取り組みについて伺いたい。 

答 ３年度はコロナ禍で訓練や予防広報活動を行うことが困難な状況で、消防団の活動が減

少したため団員のモチベーションが下がっているという声を多く聞いたことから、現在の

団員のモチベーション向上に取り組むべく、被服の更新や女性消防団員の制服の改善を図

っている。また、新たな団員確保については、消防団員の地道な勧誘活動により、男性９

名、女性４名が入団した状況である。 

第１０款 教育費  

第１項 教育振興費 

 第２目 教育振興費 

  問 教育情報推進事業において、１１３８万円の業務委託料をもって導入したテスト採点支

援システムについて、導入の効果や当該システムに蓄積されるテストの採点結果などの個

人情報保護に係る市の考えを伺いたい。 

答 当該システム導入の効果としては、システムを使いなれた教員であれば、採点業務に要

する時間が従来の３分の１に短縮されており、残りの３分の２の時間を教材研究などに充

てられることから、当該システムについては教員の働き方改革のツールになったと認識し

ている。また、当該システムは、閉鎖された環境の校務支援システムの中で運用している

ことから、採点結果等の個人情報が外部に漏れることのないようにしている。  

 

問 市立校園所への連絡アプリの導入に係る費用として、教育情報推進事業の使用料及び賃

借料で１５８３万５０８０円が支出されている点を捉え、当該アプリの導入効果や課題等

について伺いたい。 

答 導入した連絡アプリについては、保護者に大変好評で欠席連絡などに活用されるととも

に、学校としても児童生徒にプリントを配布していた時に比べて、保護者に情報がよく届

くようになったと認識している。また、本来の使い方ではないが、アプリを利用して学校
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に意見を寄せる保護者も見受けられ、今後、こういった保護者とのコミュニケーションの

とり方を検討していきたいと考えている。 

 

 第３目 学校教育推進費 

  問 就学支援事業において、経済的理由により就学困難な児童生徒や特別支援学級に在籍す

る児童生徒の保護者に対する支援として、扶助費で９４１５万８０００円を支出している

点を捉え、児童生徒数全体が減少傾向にあることから、成果報告書に記載の対象児童生徒

数も減少傾向であるように見えるが、市はどのように分析しているのか伺いたい。 

  答 対象児童生徒数の減少については、人口減少に伴う児童生徒数の減少が要因の一つとし

て考えられる。また、同制度の認定率も１ポイントから２ポイント下がっている状況で、

これは、利用するに当たっての条件が所得要件であることから、基準を満たす保護者が減

少し、結果的に対象者が減少したものと考えているが、その背景までは分析できていない。 

 

  問 学校教育支援事業において、指導員や外部コーチの配置で６２０万４０００円、ＩＣＴ

部活動支援で１５７万１０００円が支出されている中学校の部活動について、請求資料に

よると、各中学校では７０％から８０％の生徒が部活動に所属しているものの、チームス

ポーツの部活動では、部員数の減少によって合同チームで運用されている現状があり、こ

れに対する市の認識を伺いたい。 

  答 現在、部員数が減少傾向にある部活動もあり、野球部など合同チームで運営する必要が

ある地域も増えてきている。将来的には、部活動は地域に移行するものと考えており、合

同チームも地域に移行されたときには一つの活動場所となり、異なる中学校に通う生徒が

ともに活動する場所と考えているところである。 

 

問 適応教室運営事業において、修繕料１０３万１８００円をもって、不登校児童生徒の社

会的自立を支援する学びのスペース「セオリア」を移転している。成果報告書によると、

入室児童生徒数が小学生１８名、中学生５４名となっており、この人数に対して「セオリ

ア」１室では運営が難しいと考えることから、教育委員会として当該事業に係る課題をど

のように捉えているのか伺いたい。 

答 成果報告書記載の入室児童生徒数は登録されている人数であり、実際には通室が困難な

児童生徒も含まれていることから、平均通室人数は約１５．８人となっている。しかし、

不登校の児童生徒が増加傾向のため受け入れ人数にも限界があると考えられ、今後、不登

校の問題については、直営の「セオリア」単体だけではなく、校内フリースクールや民間

のフリースクールなど含めて勘案する必要があると認識しており、４年度に不登校施策全

体について関係機関と協議しているところである。 
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第２項 小学校費 

 第２目 学校給食費 

  問 小学校給食運営事業において、教育行政事務評価報告書に記載されている「施設の老朽

化や児童数の減少等によっては、センター方式の採用も検討していく必要がある」との外

部評価委員の意見に対して教育委員会はどのように認識しているのか伺いたい。  

答 施設の老朽化は非常に大きな問題と捉えており、機器の異音や機能が十分でないという

ものについて更新を図るといったような対症療法的な対応をしているところである。報告

書記載の外部評価委員の意見については、ヒアリングの際に現状の課題を説明した結果と

して出されたものであり、現時点では教育委員会として、そのような検討は行っていない。 

 

第３項 中学校費 

 第２目 学校給食費 

  問 中学校給食運営事業において、川西市中学校給食センター整備・運営ＰＦＩ事業モニタ

リング業務委託料として４４９万９０００円が支出されている点に関して、成果報告書に

よると、令和４年９月の中学校給食開始に向けた献立年間計画が策定され、配膳喫食マニ

ュアルも作成されているようであるが、その詳細について伺いたい。 

  答 令和３年度においては、４年９月から開始される中学校給食の献立について、食材の旬

や年間行事、季節ごとの暦に合わせた行事なども考慮しながら、大まかな献立のスケジュ

ールを作成したところである。また、配膳喫食マニュアルについても３年度に作成してお

り、マニュアルを学校に渡すだけでなく、教職員に対して説明会を開催した上で周知を図

っていることから、滞りなく中学校給食がスタートしたところである。 

 

第７項 生涯学習費 

 第２目 生涯学習推進費 

 問 生涯学習短期大学運営事業において７２６万５７７２円、高齢者大学運営事業において

１０万４４０３円を事業費として支出している点に関して、成果報告書には、両事業の４

年度以降の方向性として、「事業をゼロベースで見直し、新たな生涯学習の仕組みを構築

する」との方向性が示されていることについて、現在の検討状況を伺いたい。  

  答 両事業のゼロベースの見直しについては、令和３年度の事業再検証を踏まえ、社会教育

委員の会から提言をいただいているところである。その内容としては、社会教育課で実施

する子供が参加できる講座、子供たちの学びを支える人材を養成する講座、地域で活動す

る人材を養成する講座、並びに公民館で実施する一般教養的な講座や趣味的な講座の役割

分担を図ることとされており、この提言を踏まえて現在検討しているところである。  
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３．特記事項 

請求資料あり（２．部門別の正職、再任用職員の配置人数と休職及び休暇取得実績及び時間外

勤務実績 ほか） 

 

４．審査結果 

原案認定（賛成多数） 

 

第３目 文化財費 

問 文化財保存啓発事業において、旧加茂幼稚園を文化財の保管場所として活用するため土

地借上料として９２８万１１５２円が支出されている点に関して、地域住民からは、発掘

調査で出土した遺物については、単に倉庫としての利用ではなく、工夫して有効活用して

ほしいとの声を聞くことから、有効活用に向けた市の取り組みを伺いたい。 

  答 旧加茂幼稚園については、遺物等の保管以外に選挙の投票所やグラウンド等を加茂遺跡

スタンプラリーで活用している。また、当該施設の有効活用を図るため、展示スペースを

設置するよう社会教育課の文化財専門員２名が取り組んでいるが、発掘調査をはじめとす

る通常業務の合間に作業しているため、具体的な設置時期は未定である。 

 

第６目 図書館費 

  問 図書館運営事業において、電子書籍コンテンツや図書館コンピュータシステム等の使用

料として、使用料及び賃借料で１２３８万５３０６円支出されている点に関して、成果報

告書には、開館日数はコロナ禍前の水準に回復し、予約件数、団体貸出等は過去最高の実

績となっており、電子図書館も拡充されているとの記載があることから、業務の効率化に

向けて蔵書の管理をバーコードからＩＣタグへ移行すべきと考えるが、市の考えを伺いたい。  

答 兵庫県の自治体ではＩＣタグの導入が進んでいる状況であり、隣接する池田市でもＩＣ

タグを導入されている。ＩＣタグの可能性については、業務の効率化や自動貸出機、自動

返却機を導入することで利用者サービスにつながっていくと認識しており、今後、利用者

サービス向上の一つの手法として積極的に検討していきたい。 

第１１款 災害復旧費 

質疑なし 

第１２款 公債費 

質疑なし 

第１３款 予備費 

質疑なし 


